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国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入

す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
加
入
者
（
被
保
険
者
）
は
、
就
職
し
た
と
き
や

退
職
し
た
と
き
を
は
じ
め
、
次
の
よ
う
な
機
会
ご
と
に
届
け
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
（
自
営
業
者
や
学
生
な
ど
）
が
、

□
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
た
と
き

　

↓
本
人
の
勤
務
す
る
事
業
所
が
年
金
事
務
所
へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

□
結
婚
、
配
偶
者
の
就
職
、
本
人
の
収
入
減
な
ど
に
よ
り
、
第
２
号
被
保

険
者
で
あ
る
配
偶
者
の
扶
養
と
な
っ
た
と
き

　

↓
配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業
所
へ
提
出
し
ま
す
。
事
業
所
が
年
金
事
務

所
へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

　

第
２
号
被
保
険
者
（
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
）
が
、

□
退
職
し
た
と
き

　

↓
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役
場
へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

□
退
職
し
て
、
第
２
号
被
保
険
者
で
あ
る
配
偶
者
の
扶
養
と
な
っ
た
と
き

　

↓
配
偶
者
の
勤
務
す
る
事
業
所
へ
提
出
し
ま
す
。
事
業
所
が
年
金
事
務

所
へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者
（
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
）
が
、

□
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
た
と
き

　

↓
本
人
の
勤
務
す
る
事
業
所
が
年
金
事
務
所
へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

□
本
人
の
収
入
増
、
配
偶
者
の
退
職
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
配
偶
者
の
扶

養
で
な
く
な
っ
た
と
き

　

↓
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役
場
へ
届
け
出
を
し
ま
す
。

　

必
要
な
届
け
出
を
忘
れ
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
年
金
が
受
け

ら
れ
な
く
な
っ
た
り
減
額
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課
（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）

こ
ん
な
と
き
こ
ん
な
届
け
出
が
必
要
で
す

国

民

年

金

事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

「
労
働
保
険
の
年
度
更
新
」の

お
知
ら
せ

憲
法
週
間
を

迎
え
て

　

事
業
主
は
、
新
年
度
の
概
算
保
険
料
を
納

付
す
る
た
め
の
申
告
・
納
付（
労
働
保
険
の
保

険
料
に
関
す
る
法
律
第
15
条
）と
前
年
度
の
保

険
料
を
清
算
す
る
た
め
の
確
定
保
険
料
の
申

告
・
納
付（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に

関
す
る
法
律
第
19
条
）の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　

労
働
保
険
の
年
度
更
新
の
手
続
き
が
必
要

な
事
業
場
に
対
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
、

年
度
更
新
用
の
申
告
書
類
が
６
月
１
日（
水
）

ま
で
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

当
該
書
類
が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
７

月
11
日（
月
）ま
で
に
申
告
・
納
付
手
続
き
を

完
了
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

手
続
き
が
遅
れ
ま
す
と
、
政
府
が
労
働
保

険
料
・
一
般
拠
出
金
の
額
を
決
定
し
、
さ
ら

に
追
徴
金（
労
働
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の
10

％
）を
課
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
留
意

願
い
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

群
馬
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
７
・
８
９
６
・
４
７
３
４

ま
た
は
、
最
寄
り
の
各
労
働
基
準
監
督
署
・

各
公
共
職
業
安
定
所
へ

　

裁
判
所
で
は
、
５
月
３
日
の

憲
法
記
念
日
を
中
心
と
し
た
５

月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
を
憲
法

週
間
と
定
め
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、

憲
法
の
精
神
や
司
法
の
役
割
を

国
民
の
皆
さ
ん
に
理
解
し
て
い

た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
す
。

　

全
国
各
地
の
裁
判
所
で
は
、

例
年
こ
の
時
期
に
、
法
廷
等
見

学
ツ
ア
ー
や
各
種
説
明
会
な
ど

の
憲
法
週
間
行
事
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
い
た

だ
き
、
裁
判
所
を
よ
り
身
近
に

感
じ
裁
判
所
や
裁
判
に
つ
い
て

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

　

各
種
行
事
に
つ
い
て
は
、
裁

判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（h

ttp
://

w
w
w
.co
u
rts.go

.jp
/

）の
各
地

の
裁
判
所
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
各
裁
判
所
の
総
務

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
度
の
申
告
・
納
付
は

「
６
月
１
日
か
ら
７
月
11
日
」
ま
で
に
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渋川市民会館開館40周年記念
親子のためのクラシックコンサート

音楽の絵本ブリランテ

こどもの日映画会

 「妖怪ウォッチ
　エンマ大王と５つの物語だニャン !」

※ ３歳以上有料。３歳未満のお子様は保護者の膝
上にて無料

当日券のみ

前売券発売中 前売券発売中
<エンマ大王メダル小学生以下プレゼント>

※各上映の先着順プレゼント
※ 当日、チケットを購入されたお子様（小学生以下）が対象

６月12日（日）各日とも　①10:00～11:40
　　　　　②14:00～15:40
　　　　　③16:30～18:10

５月３日（火・祝）・４日（水・祝）

16:00開演14:00開演

ベンチャーズ
JAPAN TOUR 2016

全席指定　6,000円
（当日券6,500円）

全席自由　1,500円（当日券1,800円）全席自由　800円　※３歳以上有料

※未就学児入場不可

8月11日（木・祝）

『
出
張
緑
化
講
座
』

 　
　
　
　

開
催

「
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
」に

ご
回
答
く
だ
さ
い

　

群
馬
県
民
カ
レ
ッ
ジ
連
携

講
座
の
「
出
張
緑
化
講
座
」

が
左
記
の
と
お
り
開
催
さ
れ

ま
す
。
初
心
者
に
も
わ
か
り

や
す
く
解
説
し
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
興
味
の
あ
る
方
は

参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

６
月
２
日（
木
）

　

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

●
場
所　

前
橋
合
同
庁
舎

　
（
☎
０
２
７
・
２
３
１
・
２

７
６
５
）

●
テ
ー
マ　
「
上
手
に
夏
越

し
さ
せ
た
い
バ
ラ
の
育
て

方
」

●
講
師　

山
口
俊
輔
先
生

●
募
集
人
数　

先
着
60
名

※
申
込
受
付
は
、
５
月
16
日

（
月
）

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
電
話

受
付
を
開
始
し
ま
す
が
、
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま

す
。

●
受
講
料　

無
料

●
申
込
先　

群
馬
県
緑
化
セ

ン
タ
ー　

☎
０
２
７
６
・
８

８
・
７
１
８
８

　

こ
の
他
に
も
、
毎
週
木
曜

日
の
午
前
10
時
か
ら
午
後
３

時
ま
で
「
緑
の
相
談
室
」
を

開
設
し
て
、
専
門
の
相
談
員

が
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
の

で
、是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
「
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
」
は
、
国
内
の
事
業
所
・

企
業
の
経
済
活
動
を
全
国
お
よ
び
地
域
別
に
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
総
務
省
、
経
済
産
業
省
、
県
お
よ
び
市
町
村
で

実
施
す
る
調
査
で
す
。

　

全
国
で
全
て
の
事
業
所
・
企
業
を
対
象
に
５
年
に
一
度

実
施
し
て
い
ま
す
。

●
基
準
日　

６
月
１
日（
水
）

●
調
査
内
容　
「
主
な
事
業
内
容
」や「
経
理
項
目
」な
ど

●
調
査
方
法　

調
査
員
が
５
月
中
旬
か
ら
事
業
所
を
訪
問

し
ま
す
。

※
本
社
な
ど
に
は
国
か
ら
直
接
、
調
査
票
を
送
付
し
ま
す
。

●
回
答
方
法　

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答

　

 

郵
送
ま
た
は
調
査
員
か
ら
配
布
さ
れ
た
「
回
答
用
Ｉ
Ｄ

と
パ
ス
ワ
ー
ド
」
を
使
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
か
ら
回
答
し

て
く
だ
さ
い
。

・
紙
の
調
査
票
で
の
回
答

　

 

訪
問
し
た
調
査
員
と
提
出
日
を
取
り
決
め
、
調
査
票
に

回
答
を
記
入
し
て
、
調
査
員
へ
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
調
査
票
が
郵
送
で
届
い
た
事
業
所
は
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

●
回
答
期
限

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト･･･

５
月
20
日（
金
）〜
６
月
７
日

（
火
）

・
紙･･･

調
査
員
と
取
り
決
め
た
日

※
調
査
票
が
郵
送
で
届
い
た
事
業
所
の
回
答
期
限
は
、
同

封
の
説
明
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

　

回
答
内
容
は
、
統
計
以
外
の
目
的
で
使
用
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
正
確
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

県
庁
統
計
課（
☎
０
２
７
・
２
２
６
・
２
４
１
５
）


